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都留文科大学 公式ホームページリニューアル及び運用・保守業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 趣旨 

 都留文科大学公式ホームページ（以下、単に「ホームページ」という。）は、都留文科大

学への入学を希望する受験生などの受験に関するステークホルダーや在学生への案内、ま

た社会への情報公開という非常に重要な機能です。近年急激に加速化するAI技術やDXなど

をはじめとするSociety 5.0に対応することが急務となっている。 

 この要領は、都留文科大学ホームページリニューアル及び運用・保守業務委託の受託者

を、公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務の名称 

  都留文科大学 ホームページリニューアル及び運用・保守業務委託 

 

（２）業務の目的 

  本業務は、本学の重要な情報発信ツールであるホームページについて、現在のユーザ

ビリティ、ウェブアクセシビリティの水準を維持・向上させつつ、閲覧者にとってより

分かりやすく、閲覧しやすいホームページにリニューアルすることを目的とする。 

（３）業務内容 

  都留文科大学のホームページ構築・導入及び運用・保守業務。業務にあたっては仕様

書によるものとする。 

（４）契約期間 

構築・導入：令和６年９月１日～令和７年８月31日 

保守・運用：令和７年９月１日～令和11年８月31日 

 

ただし、発注者は、受注者が次の（ⅰ）から（ⅴ）のいずれかに該当した時は、この

契約期間中であっても契約を解除することができる。また、予算上の都合等により、業

務の中止、延期又は内容の変更をする場合がある。  

（ⅰ）契約に違反したとき。  

（ⅱ）期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。  

（ⅲ）契約の履行につき不正があったとき。  

（ⅳ）契約の解除を申し出たとき。  

（ⅴ）その他、契約を解除するに相当する事由があると認められるとき。  

 

（５）契約金額の支払方法 

 〇契約金額の上限 

  構築・導入：14,450,000円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む） 

  保守・管理： 9,569,560円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む） 

   ※保守・管理の契約金額の上限については、５年間（令和７年度（９月～３月分）、

令和８年度、令和９年度、令和10年度、令和11年度（４月～８月分））の合計値と

する。 

〇支払方法 
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  契約期間中であっても年度ごとに受注者の実績報告書を元に検収を行い、支払うもの

とする。 

（例）令和８年度の保守・管理の支払い 

令和８年９月から令和９年３月分の請求書を令和９年４月上旬に発注者に送付し、発注

者は４月末ないし５月末に支払う。 

  

（６）問い合わせ先  

公立大学法人都留文科大学 経営企画課 企画広報担当  

〒402-8555 山梨県都留市田原三丁目８番１号  

電話：0554－43－4341（内線241）  

FAX：0554－43－4347 

Eメール：kouho@tsuru.ac.jp 

 

３ 参加資格 

次に掲げる事項をすべて満たすこと。 

① 令和５年度・６年度競争入札参加資格を有する者（都留市分）又は以下の書類を提出し、

本業務のプロポーザルに参加を認められた者であること。 

ア 登記事項証明書 

イ 納税証明書（国税、都県税、市区町村税に未納がないことを証明） 

② 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）「プライバシーマーク」の認定 を 受け て

い る こ と、も し く は 一般 財 団 法人 日 本 能 率 協会 （ JMAQA ）「ISO/IEC27001（ISMS）」

の認定を受けていること。 

③ JIS X 8341-3:2016 の等級「AA」に準拠したウェブコンテンツを作成することを原則と

するため、等級「AA」準拠達成可能な根拠や実績が提案できること。 

④ 過去５年以内に４年制大学に CMS の導入を前提とする公式ホームページの構築業務を履

行し、現在も稼働中で運用保守業務を継続して契約している実績があること。 

⑤ 本業務の専門担当者を配置し、随時連絡が可能な体制を取れること。 

⑥ 次に掲げる事項をいずれも満たしている者。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないもので

あること。  

イ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始前の申立中又は更生手

続き中でないこと。  

ウ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続

き中でないこと。  

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

２項に規定する暴力団及びその利益となっている活動を行っている者等、山梨県暴力

団排除条例（平成 22 年条例第 35 号）第４条又は、都留市暴力団排除条例（平成 24

年都留市条例第 12号）第８条の規定に基づき、排除対象者でない者。 
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４ 募集に関するスケジュール等 

  

内容 締切 備考 

募集要領等の公表 令和６年５月 28日（火）  

質問書の受付期限 令和６年６月７日（金）  ５．提出書類等を参照 

質問に対する回答 令和６年６月 14日（金）  

参加意向申出書等の受付

期限 

令和６年６月 26日（水）  ５．提出書類等を参照 

提案資格確認結果通知書 令和６年６月 28日（金）   

提案書等の提出期限 令和６年７月 31日（水）  ５．提出書類等を参照 

審査・選定 令和６年８月７日（水）  

最終選考結果通知・公表 令和６年８月９日（金）  

契約締結・業務開始 令和６年９月１日（日）予定  

 

５ 提出書類等 

（１）質問の受付及び回答 

  仕様書等に関する質問については、次により作成すること。なお、評価または審査に

係る質問は受け付けない。 

№ 書類名 備考 

１ 質問書 様式第1-1号 

■受付（提出）期限 

   令和６年６月７日（金）午後５時必着 

  ■提出先 

   上記２（６）の問い合わせ先に同じ。 

  ■提出方法 

   質問書（様式第１号）に質問事項を記入し、メールにより提出すること。なお、

電話では受け付けない。 

■受領確認 

   受領後、メールにて送付する。 

   ■回答書の配布 

    令和６年６月14日（金）までに電子メールにより送付する。 

なお、回答書は当該質問を行った業者のみでなく、それまでに質問書を提出したす

べての事業者全員に送付する。また、本学ホームページへの掲載により公表を行う。 

   ※質問に対する回答は、本要領の追加又は修正とみなす。 

（２）参加申込書 

参加申込書等の提出書類は、次により作成すること。なお、３ 参加資格も参照のう

え、提出書類を作成すること。 

№ 書類名 部数 備考 

１ 参加意向申出書 １部 様式第1号 

２ 業務実績調書 〇部 様式第1-2号 
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３ 自社の概要パンフレット等 〇部 ― 

■提出期限 

   令和６年６月26日（水）午後５時 

■提出方法 

    参加申込書を持参又は郵送により提出すること。なお、期限までに届かなかった 

参加申込書は受け付けない。 

 

■提出先 

    上記２（６）の問い合わせ先に同じ。 

  ■受領確認 

   受領後、令和６年６月28日（金）付けで提案資格確認結果通知書により通知する。 

 

（３）提案書等 

№ 書類名 部数 備考 

１ 提案書 14部 様式第2号 

２ 見積書及び積算根拠 14部 任意様式（Ａ４版） 

３ 工程表 14部 任意様式（用紙規格も任意） 

４ 説明補足資料（任意提出） 14部 任意様式（用紙規格も任意） 

  ■提出期限 

令和６年７月31日（水）午後５時 

■提出方法 

    提案書等は「持参又は郵送」及び「メール」により提出すること。なお、提出期

限までに届かなかった応募書類は受け付けない。 

■提出先 

上記２（６）の問い合わせ先に同じ。 

■提出書類 

   ①提案書（様式第2号） 

    次の内容を必ず示し、簡潔にまとめること。 

A) 会社概要 

B) 導入実績 

C) 取組方針 

D) 実施体制（担当予定者人数・人的配置がわかるもの、担当予定者の実績等） 

E) ホームページの構成・デザイン 

F) 追加提案（提案上限額の範囲内で） 

   ２）見積書及び積算根拠（任意様式） 

    上記２（５）を参照のうえ、「構築・導入」、「保守・管理」費用をそれぞれ１部作

成すること。 

３）工程表（任意様式（用紙規格も任意）） 

   業務の遂行スケジュールについて「構築・導入」、「保守・管理」それぞれ作成する

こと。 

■提出物の取り扱い 

   ①提出された応募書類は選定作業に必要な範囲内において複製し使用するものとす

る。 
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  ②提出された応募書類は応募者に返却しないものとする。 

 

６ 審査方法及び結果の通知 

（１）審査組織 

   公立大学法人都留文科大学プロポーザル審査委員会（都留文科大学 ホームペー

ジリニューアル及び運用・保守業務委託事業者募集の審査を行うもの）（以下、単に

「審査会」という。）において審査を行う。 

 

（２）審査手順 

  ①参加資格確認 

   参加申込書の内容により、参加資格の有無について確認し、提案資格確認結果通知

書により通知する。また、併せて審査会に関する内容も通知する。 

  ■通知予定日 

   令和６年６月28日（金）付け文書 

②提案審査 

   参加の資格が確認された事業者から提出された提案書等の内容と、事業者へのヒア

リングについて選考委員が審査を行い、総得点で最も優れた者を最優秀者（委託候補

者）に選定する。 

   

③審査結果の通知及び公表 

A) 選定委員会は非公開で行い、審査の内容及び経過に関する問い合わせには応じない。 

B) 審査の結果、委託候補者に選定された者には、選定通知書を郵送で通知する。また、

選定されなかった者については、選定されなかった旨を郵送で通知する。 

C) 総得点で最も優れたものを公表し、最優秀者以外の者については会社名をマスキン

グし、得点順に得点を公表する。 

■各通知予定日 

令和６年８月９日（金）付け文書 

  

７ 審査基準等 

（１）参加資格審査 

応募者からの資格審査に必要な書類をもとに参加資格要件の具備等について確認し、 

参加資格が確認できない場合は失格とする。 

（２）提案内容 

企画提案書は、仕様書の内容を踏まえ、下記に示す「実施事業者候補審査評価項目配

点一覧」に従って作成すること。専門知識がない審査委員が評価するため、できるだけ

平易な表現で（専門用語を使用する際には、注釈をつけること）分かりやすく具体的に

作成すること。また、仕様書等に示していない内容でも、大学にとって有益になると思

われるものについては、積極的に提案すること。 

（３）提案審査 

提案審査は、事業者から提出された提案書類を書面で評価する審査と、事業者に面接

し行うヒアリングの審査により実施する。各配点については次に示すとおりとし、審査

委員は審査項目ごとにＡ～Ｅの５段階で評価する。この評価結果を集計したものを基に

総合評価値を算出して候補事業者を決定する。合計得点は100点満点とし、全体の合計得

点が60点に満たない事業者については、失格となる。 
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■評価点の係数 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

×１ ×0.8 ×0.6 ×0.4 ×0.2 

 

 

■実施事業者候補審査評価項目配点一覧 

次の項目について、書面・提案による審査・評価を行う。 

No. 評価項目 審査基準 配点 

1 構築期間中の 

サポート体制 

本業務を円滑に進めるための、サポート体制に対する考

え方と方針について提示すること。 

5 

2 本業務に対する取

組方針 

本業務に対する基本的な考え方及び取組方針について

提示すること。 

主務担当者については、氏名、所属、経歴、業績リスト

及び主要な業績を３点以内で提出すること。 

5 

3 ユーザビリティの

向上 

 

ユーザビリティの向上に対する考え方について提示す

ること。 

・コンセプト 

・閲覧者が情報を探しやすくするための方法 

・本学が知らせたい情報へ閲覧者を誘導するための具体

的な実現方法 

5 

4 デザインと構成 デザインと構成、アピールポイントを提示すること。 20 

5 システムの機能概

要・機能要件の実

現方法 

システムのパッケージの内容についてシステム概要と

ページの作成・編集方法を提示すること。また、他社に

はない独自の機能があれば提示すること。 

10 

6 アクセシビリティ

の確保・向上 

アクセシビリティに対する考え方や、本業務における具

体的な実現方法について提示すること。また、「達成基

準AA」を達成可能な根拠及び準拠した実績も提示するこ

と。 

5 

7 データ移行と各ペ

ージの問題改善 

・既存コンテンツの具体的な移行の手順・方法などにつ

いて提示すること。 

・単純なデータ移行ではなく、問題改善（品質向上）に

つながるようなデータ移行についての考え方や手法を

提案すること。 

10 

8 適正価格 ・提案内容と価格設定が適正なものであるか。 

・見積書の算出根拠は適正か。 

20 

9 サーバ、およびネ

ットワーク構成

や、システムの管

理運用、保守 

サーバ、およびネットワークの構築や、システムの管理

運用・保守について、以下の項目ごとに提示すること。 

（1）データセンターの特徴や、サーバ及びネットワー

ク構成について提示すること。 

（2）定期保守 

・ 運用、保守体制や支援内容について提示すること。 

・ セキュリティ対応やパッチ適用などへの対応につ

いて提示すること。 

（3）緊急保守（障害・災害対応） 

・ 機器、またはシステムに障害が発生した場合の連絡

10 



7 

体制など、保守範囲について提示すること。 

10 追加提案 本学が要求している以外に、有効な機能やセールス向上

につながる企画などがあれば自由に提示すること。 

10 

 

※提案書などの記載上の留意事項 
(1) 提案書は上記「実施事業者候補審査評価項目配点一覧」に基づく章立てとすること。 
(2) 様式は原則としてＡ４判横、上とじ、文書は横書きとする。また、Ａ３版の挿入も可

とする。ただし、Ａ３版は１ページ換算とする。カラー、白黒印刷は問わない。 
(3) 提案書は60ページ以内とし、表紙、裏表紙、目次をつけ、表紙、裏表紙、目次以外の

各ページには一連のページ番号を記載すること。なお、表紙、裏表紙、目次はページ

数に含まないものとする。 
(4) 提案内容はすべて実現可能なものとし、根拠も含め、できる限り具体的であること。

なお、業務委託契約後に提案内容が実現できなくなった場合は、提案内容以外の方法

で発注者と協議し、了解を経た上で実現することとし、その費用は提案者が負担する

こと。 
 

８ 契約の締結 

選定された委託候補者に対しては、本業務についての契約の協議を行う。この協議には、

提案書の趣旨を逸脱しない範囲での内容の変更の協議を含むことがある。なお、協議が不

調の時は、審査による合計点で次点に順位づけられた者から順に契約の締結協議を行う。

協議が整った後は、予算の範囲内で随意契約の方法により契約締結を行う。 

 

９ その他 

（１）本プロポーザルに要する費用は、応募者の負担とする。 

（２）審査結果に関する質問・異議申し立ては受け付けない。 

（３）取得した個人情報について当該評価に係る目的以外に使用しない。 

（４）提出期限までに応募書類の提出をした者に対して、本学から提案書等の内容について

の疑義照会や追加資料の提出を求めることがある。 

（５）提出された提案書などは、選定を行う作業に必要な範囲において、大学が複製を作成

することがある。 

（６）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づいて

保護される第三者の権利の対象となっている手法などを用いた結果、生じた事象にか

かる責任は、すべて提案者が負うものとする。 

 


